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民
間
企
業
の
賃
上
げ
動
向
を
反
映
し
、
今

年
の
国
家
公
務
員
に
対
す
る
人
事
院
勧
告
は
、

二
〇
〇
七
年
以
来
七
年
ぶ
り
の
月
例
給
水
準

の
引
き
上
げ
と
な
っ
た
。
ボ
ー
ナ
ス
も
月
例

給
と
同
様
、
七
年
ぶ
り
の
引
き
上
げ
と
な
り
、

四
カ
月
台
を
回
復
し
た
。
勧
告
は
ま
た
、
俸

給
表
と
地
域
手
当
の
給
与
配
分
の
変
更
を
柱

と
す
る
「
給
与
制
度
の
総
合
的
見
直
し
」
の

実
施
を
表
明
。
同
見
直
し
は
俸
給
表
水
準
の

引
き
下
げ
を
伴
う
こ
と
な
ど
か
ら
、
国
家
公

務
員
を
組
織
す
る
労
働
組
合
や
、
地
方
公
務

員
へ
の
波
及
を
懸
念
す
る
自
治
労
な
ど
は
反

対
の
姿
勢
を
強
め
て
い
る
。

□　
　
　
　

□　
　
　
　

□

　

人
事
院
は
八
月
七
日
に
国
会
と
内
閣
に
対

し
て
勧
告
し
た
。
月
例
給
に
関
す
る
勧
告
内

容
か
ら
み
て
い
く
と
、行
政
職
俸
給
表（
一
）

に
つ
い
て
、
平
均
〇
・
三
％
引
き
上
げ
る
。

　

初
任
給
は
、
一
般
職
試
験
で
の
大
卒
程
度

の
現
行
水
準
が
一
七
万
二
二
〇
〇
円
と
な
っ

て
い
る
と
こ
ろ
を
一
七
万
四
二
〇
〇
円
に
引

き
上
げ
る
（
二
〇
〇
〇
円
ア
ッ
プ
）。
高
卒

者
は
現
行
一
四
万
一
〇
〇
円
と
な
っ
て
お
り
、

二
〇
〇
〇
円
引
き
上
げ
て
一
四
万
二
一
〇
〇

円
と
す
る
。

　

た
だ
、
俸
給
表
の
引
き
上
げ
で
は
、
世
代

間
の
給
与
配
分
を
見
直
す
と
い
う
観
点
か
ら
、

若
年
層
に
重
点
を
置
い
て
改
定
す
る
。
具
体

的
に
は
、
若
年
層
に
つ
い
て
は
初
任
給
と
同

程
度
の
引
き
上
げ
幅
と
す
る
も
の
の
、
一
～

一
〇
級
ま
で
設
定
さ
れ
て
い
る
等
級
の
な
か

で
、
三
級
以
上
の
各
等
級
で
は
、
高
位
の
号

俸
の
賃
金
テ
ー
ブ
ル
は
据
え
置
く
。

　

今
回
の
勧
告
に
あ
た
っ
て
人
事
院
は
、
約

一
万
二
四
〇
〇
事
業
所
の
約
五
〇
万
人
の
民

間
労
働
者
に
つ
い
て
、
四
月
分
の
給
与
を
調

査
し
、
国
家
公
務
員
行
政
職
（
一
）
の
水
準

と
比
較
し
た
。
そ
の
結
果
、
両
者
の
較
差
は

民
間
が
一
〇
九
〇
円
高
く
、率
に
す
る
と
〇
・

二
七
％
で
あ
っ
た
。

二
〇
〇
九
年
以
来
の
四
カ
月
台

　

期
末
手
当
・
勤
勉
手
当
、
い
わ
ゆ
る
ボ
ー

ナ
ス
に
つ
い
て
は
、
景
気
回
復
を
背
景
に
水

準
ア
ッ
プ
が
続
く
民
間
ボ
ー
ナ
ス
の
最
近
の

支
給
実
績
を
勘
案
し
、
現
行
の
三
・
九
五
カ

月
か
ら
〇
・
一
五
カ
月
引
き
上
げ
、
四
・
一

〇
カ
月
と
し
た
。
引
き
上
げ
分
の
原
資
は
、

勤
務
実
績
に
応
じ
て
個
人
ご
と
に
差
が
つ
く

勤
勉
手
当
に
す
べ
て
配
分
す
る
。

　

月
例
給
の
勧
告
率
が
プ
ラ
ス
と
な
る
の
は
、

二
〇
〇
七
年
（
同
年
の
率
は
〇
・
三
五
％
）

以
来
、
七
年
ぶ
り
の
こ
と
（
図
表
）。
ボ
ー

ナ
ス
の
対
前
年
比
増
も
七
年
ぶ
り
だ
。
ボ
ー

ナ
ス
が
勧
告
ど
お
り
四
・
一
〇
カ
月
で
決
定

さ
れ
れ
ば
、
二
〇
〇
九
年
以
来
五
年
ぶ
り
に

四
カ
月
台
を
回
復
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
ほ
か
で
は
、
交
通
用
具
を
使
用
す
る

職
員
に
か
か
る
「
通
勤
手
当
」
に
つ
い
て
、

使
用
距
離
の
区
分
に
応
じ
、
一
〇
〇
円
～
七

一
〇
〇
円
ま
で
の
幅
で
引
き
上
げ
る
。

　

人
事
院
の
一
宮
な
ほ
み
総
裁
は
七
日
、
七

年
ぶ
り
と
な
る
引
き
上
げ
勧
告
に
つ
い
て

「
こ
れ
ま
で
給
与
が
厳
し
い
状
況
に
あ
る
中

に
あ
っ
て
も
職
務
に
精
励
し
て
き
た
職
員
に

と
っ
て
、
こ
の
改
定
は
、
士
気
の
一
層
の
向

上
に
つ
な
が
る
こ
と
と
思
い
ま
す
」
な
ど
と

す
る
談
話
を
発
表
し
た
。

俸
給
表
を
引
き
下
げ
る
分
、 

地
域
手
当
の
割
合
を
ア
ッ
プ

　

今
年
は
ま
た
、
国
家
公
務
員
の
給
与
制
度

の
総
合
的
見
直
し
も
勧
告
し
た
。
人
事
院
で

は
、
民
間
賃
金
水
準
が
低
い
一
二
県
を
一
つ

の
グ
ル
ー
プ
と
し
た
場
合
の
給
与
の
官
民
較

差
と
、
全
国
で
の
較
差
の
率
の
差
を
算
出
す

る
と
、
二
・
一
八
ポ
イ
ン
ト
（
二
〇
一

二
年
～
二
〇
一
四
年
の
平
均
値
）
と

な
っ
た
と
し
、
こ
れ
を
根
拠
に
、
俸
給

表
水
準
を
平
均
で
二
％
引
き
下
げ
る
こ

と
を
表
明
し
た
。

　

同
時
に
、
東
京
な
ど
、
民
間
よ
り
水

準
が
高
く
な
い
地
域
も
あ
る
こ
と
か
ら
、

俸
給
表
を
引
き
下
げ
る
こ
と
に
伴
い
、

地
域
手
当
の
支
給
割
合
を
見
直
す
。

　

現
行
は
、
一
級
地
＝
一
八
％
、
二
級

地
＝
一
五
％
、
三
級
地
＝
一
二
％
、
四

級
地
＝
一
〇
％
、
五
級
地
＝
六
％
、
六

級
地
＝
三
％
と
い
う
六
つ
の
級
地
区
分

と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
、
一
つ
の
級

地
を
加
え
て
全
部
で
七
級
地
と
し
、
一

級
地
の
支
給
割
合
を
二
〇
％
、
二
級
地

を
一
六
％
、
三
級
地
を
一
五
％
、
四
級

地
を
一
二
％
、
五
級
地
を
一
〇
％
、
六
級
地

を
六
％
、
七
級
地
を
三
％
に
見
直
す
。
例
え

ば
、
一
級
地
に
該
当
す
る
東
京
都
特
別
区
は
、

地
域
手
当
と
し
て
は
支
給
割
合
が
二
ポ
イ
ン

ト
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
給
与
全

体
の
水
準
は
変
わ
ら
ず
に
配
分
の
ウ
ェ
ー
ト

が
変
更
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

五
〇
歳
台
後
半
の
俸
給
表
は 

最
大
で
四
％
程
度
引
き
下
げ

　

さ
ら
に
勧
告
は
、
国
家
公
務
員
の
在
職
期

間
の
長
期
化
が
進
ん
だ
こ
と
や
、
地
方
の
管

理
職
を
中
心
に
五
〇
歳
台
後
半
に
昇
進
す
る

慣
行
が
あ
る
こ
と
を
背
景
に
あ
げ
、
五
〇
歳

台
後
半
層
に
つ
い
て
、「
国
家
公
務
員
給
与
が

民
間
給
与
を
上
回
っ
て
い
る
状
況
に
あ
る
」

と
指
摘
。
そ
の
た
め
、「
世
代
間
の
給
与
配
分

を
適
正
化
す
る
」
と
し
て
、
五
〇
歳
台
後
半

ト
ピ
ッ
ク
ス

国
家
公
務
員

3

月
例
給
と
ボ
ー
ナ
ス
を
七
年
ぶ
り
に
引
き
上
げ
―
―
人
事
院
勧
告

月例給 特別給（ボーナス） 行政職（一）職員の平
均年間給与

勧告率 年間支給月数 対前年比増減 増減額 率
平成11年 0.28% 4.95月 △0.30月 △ 9.6万円 △ 1.5%
平成12年 0.12% 4.75月 △0.20月 △ 7.0万円 △ 1.1%
平成13年 0.08% 4.70月 △0.05月 △ 1.6万円 △ 0.2%
平成14年 △ 2.03% 4.65月 △0.05月 △15.2万円 △ 2.3%
平成15年 △ 1.07% 4.40月 △0.25月 △16.5万円 △ 2.6%
平成16年 ― 4.40月 ― ― ―
平成17年 △ 0.36% 4.45月 0.05月 △ 0.4万円 △ 0.1%
平成18年 ― 4.45月 ― ― ―
平成19年 0.35% 4.50月 0.05月 4.2万円 0.70%
平成20年 ― 4.50月 ― ― ―
平成21年 △ 0.22% 4.15月 △0.35月 △15.4万円 △ 2.4%
平成22年 △ 0.19% 3.95月 △0.20月 △ 9.4万円 △ 1.5%
平成23年 △ 0.23% 3.95月 ― △ 1.5万円 △ 0.2%
平成24年（注） ― 3.95月 ― ― ―
平成25年（注） ― 3.95月 ― ― ―
平成26年 0.27% 4.10月 0.15月 7.9万円 1.2%

（注）�国家公務員給与は、給与改定・臨時特例法により、平成24年4月1日～
平成26年3月31日の2年間、「我が国の厳しい財政状況及び東日本大
震災に対処する必要性に鑑み」給与減額支給措置が講じられ、上記と
は別に、2年間で101.7万円の減額となっていた（行政職(一)平均）。
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層
の
職
員
が
多
く
在
職
す
る
高
位
の
号
俸
の

俸
給
月
額
に
つ
い
て
、
最
大
で
四
％
程
度
引

き
下
げ
る
と
し
た
、

　

こ
の
ほ
か
の
見
直
し
で
は
、
広
域
的
な
異

動
を
行
う
職
員
の
給
与
水
準
を
確
保
す
る
た

め
、「
広
域
移
動
手
当
」を
引
き
上
げ
る
。「
単

身
赴
任
手
当
」
で
は
、
公
務
の
水
準
が
民
間

を
下
回
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
現
行
二
万
三

〇
〇
〇
円
と
な
っ
て
い
る
基
礎
額
を
三
万
円

に
増
額
す
る
。
本
府
省
に
勤
務
す
る
職
員
に

支
給
さ
れ
る
「
本
府
省
業
務
調
整
手
当
」
で

は
、
係
長
級
と
係
員
の
支
給
水
準
を
引
き
上

げ
る
。

　

管
理
監
督
職
員
が
平
日
に
深
夜
に
及
ぶ
長

時
間
勤
務
を
行
っ
て
い
る
実
態
が
あ
る
こ
と

か
ら
、
災
害
へ
の
対
処
な
ど
の
臨
時
・
緊
急

の
必
要
に
よ
り
や
む
を
得
ず
平
日
深
夜
（
午

前
〇
時
か
ら
午
前
五
時
ま
で
の
間
）
に
勤
務

し
た
場
合
、「
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
」
と

し
て
勤
務
一
回
に
つ
き
六
〇
〇
〇
円
を
超
え

な
い
範
囲
内
の
額
を
支
給
す
る
。

　

俸
給
表
の
切
り
替
え
の
実
施
時
期
は
二
〇

一
五
年
四
月
一
日
。
た
だ
し
、
経
過
措
置
を

設
け
、
引
き
下
げ
後
の
新
た
な
俸
給
表
の
俸

給
月
額
が
、
切
り
替
え
日
の
前
日
（
二
〇
一

五
年
三
月
三
一
日
）
に
受
け
て
い
た
俸
給
月

額
に
達
し
な
い
職
員
に
対
し
て
は
、
二
〇
一

八
年
三
月
三
一
日
ま
で
の
三
年
間
に
限
り
、

差
額
を
支
給
す
る
こ
と
に
し
た（
現
給
保
障
）。

地
域
手
当
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
支
給
割

合
を
二
〇
一
五
年
四
月
以
降
、
段
階
的
に
引

き
上
げ
る
と
し
て
い
る
。

給
与
ア
ッ
プ
に
つ
い
て
は 

労
働
側
も
評
価

　

今
年
の
人
事
院
勧
告
に
つ
い
て
、
労
働
側

は
、
七
年
ぶ
り
に
月
例
給
の
引
き
上
げ
と

な
っ
た
こ
と
自
体
は
評
価
す
る
コ
メ
ン
ト
を

発
表
し
て
い
る
。

　

連
合
の
神
津
里
季
生
事
務
局
長
は
談
話
の

な
か
で
、「
こ
の
勧
告
は
二
〇
一
四
春
季
生
活

闘
争
に
お
け
る
民
間
組
合
の
解
決
状
況
を
踏

ま
え
た
も
の
で
あ
り
、
七
年
ぶ
り
の
給
与
の

改
善
は
評
価
で
き
る
」
と
し
、
政
府
と
国
会

に
対
し
て
勧
告
ど
お
り
の
早
期
完
全
実
施
を

求
め
た
。
全
労
連
の
井
上
久
事
務
局
長
は
談

話
で
、「
公
務
・
民
間
が
一
体
と
な
っ
た
ね
ば

り
強
い
た
た
か
い
の
貴
重
な
到
達
点
」
と
評

価
し
た
。

　

し
か
し
、
給
与
制
度
の
総
合
的
見
直
し
に

対
し
て
は
、
一
様
に
批
判
の
声
を
あ
げ
て
い

る
。
連
合
の
神
津
事
務
局
長
談
話
は
、「
同
一

の
俸
給
表
が
適
用
さ
れ
る
国
家
公
務
員
の
統

一
性
や
同
じ
仕
事
・
職
務
を
遂
行
し
て
い
る

地
方
公
務
員
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
」
と
強

調
。「
こ
れ
ら
は
公
務
員
給
与
制
度
の
根
幹

に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

組
合
側
と
の
十
分
な
協
議
は
尽
く
さ
れ
て
い

な
い
の
は
問
題
」
だ
と
し
て
い
る
。

　

全
労
連
の
井
上
事
務
局
長
談
話
は
、「『
地

域
間
格
差
の
拡
大
』
や
『
中
高
年
層
の
給
与

引
き
下
げ
』
が
打
ち
出
さ
れ
て
お
り
、
認
め

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
撤
回
を
求
め
る
」
と

反
発
。
ま
た
、
賃
金
の
地
域
間
格
差
が
地
方

か
ら
の
若
年
労
働
者
の
流
出
や
、
地
域
経
済

の
衰
退
、
市
町
村
の
消
滅
を
も
た
ら
す
社
会

問
題
の
主
な
原
因
と
な
っ
て
い
る
と
主
張
し

な
が
ら
、「
地
域
振
興
の
た
め
に
も
格
差
是
正

を
求
め
て
い
る
民
間
労
働
者
や
地
域
の
事
業

者
、自
治
体
の
声
に
逆
行
す
る
も
の
で
あ
る
」

と
述
べ
て
い
る
。
全
労
連
傘
下
の
国
公
労
連

の
鎌
田
一
書
記
長
は
、「
国
家
公
務
員
の
給
与

は
職
務
給
原
則
に
よ
り
全
国
ど
こ
で
も
同
じ

で
あ
る
必
要
が
あ
る
が
、
今
回
の
見
直
し
に

よ
り
、
一
五
県
で
地
域
手
当
が
支
給
さ
れ
な

い
こ
と
に
な
る
。
同
じ
仕
事
を
し
て
い
る
職

員
ど
う
し
で
賃
金
格
差
が
つ
く
こ
と
に
な

る
」
と
問
題
視
し
て
い
る
。

総
務
省
の
検
討
会
が 

地
公
給
与
の
方
向
性
を
明
示

　

こ
う
し
た
な
か
、
国
家
公
務
員
の
給
与
の

構
造
改
革
に
対
応
す
る
地
方
公
務
員
給
与
の

あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
総
務
省
の

「
地
方
公
務
員
の
給
与
制
度
の
総
合
的
見
直

し
に
関
す
る
検
討
会
」（
座
長
＝
辻
琢
也
・
一

橋
大
学
大
学
院
教
授
）
は
八
月
二
〇
日
、「
地

方
公
務
員
の
給
与
制
度
の
総
合
的
見
直
し
に

関
す
る
基
本
的
方
向
性
」（
中
間
整
理
）
を
と

り
ま
と
め
、
公
表
し
た
。

　

中
間
整
理
は
、「
国
の
取
組
を
踏
ま
え
て
給

与
構
造
の
見
直
し
を
行
っ
て
き
た
地
方
公
務

員
給
与
の
現
状
を
踏
ま
え
れ
ば
、
国
家
公
務

員
給
与
が
捉
え
て
い
る
課
題
は
、
多
く
の
地

方
公
共
団
体
に
お
い
て
も
共
通
の
課
題
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
」
と
指
摘
。
各
地
方
公
共

団
体
は
、
主
要
な
給
与
決
定
原
則
で
あ
る
職

務
給
原
則
な
ど
に
基
づ
き
な
が
ら
も
、「
自
ら

そ
の
給
与
制
度
・
運
用
・
水
準
が
適
正
な
も

の
と
な
る
よ
う
、
今
回
の
給
与
制
度
の
総
合

的
見
直
し
に
係
る
課
題
に
主
体
的
に
取
り
組

ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
」
と
提
言
し
た
。

「
国
の
見
直
し
内
容
を
踏
ま
え
た
取
組
を
」

　

俸
給
表
に
お
け
る
具
体
的
な
対
応
の
方
向

性
と
し
て
、
中
間
整
理
は
、
地
域
間
の
民
間

給
与
の
差
の
反
映
が
道
半
ば
で
あ
る
こ
と
や
、

高
齢
層
職
員
の
給
与
に
つ
い
て
国
家
公
務
員

と
同
様
の
課
題
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
列
挙
し

た
う
え
で
、「
改
め
て
そ
の
給
料
表
の
あ
り
方

を
検
証
し
つ
つ
、
地
域
民
間
給
与
の
更
な
る

反
映
や
高
齢
層
職
員
の
給
与
抑
制
に
向
け
、

今
回
の
国
の
俸
給
表
の
見
直
し
内
容
を
十
分

に
踏
ま
え
た
取
組
を
検
討
し
て
い
く
必
要
が

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
」
と
提
起
。
地
域
手
当

に
つ
い
て
は
、
給
料
表
の
見
直
し
と
併
せ
て

「
所
要
の
対
応
を
と
る
こ
と
が
、
給
与
水
準

に
つ
い
て
地
域
民
間
給
与
を
よ
り
重
視
し
て

適
用
す
る
こ
と
と
し
て
整
理
さ
れ
た
均
衡
の

原
則
の
考
え
方
に
適
合
す
る
こ
と
に
な
る
」

と
し
、
基
本
的
に
国
に
準
じ
た
対
応
を
求
め

て
い
る
。

「
原
資
を
手
当
に
配
分
は
困
難
」

　

地
方
公
務
員
を
組
織
す
る
最
大
の
公
務
労

組
で
あ
る
自
治
労
（
氏
家
常
雄
委
員
長
、
連

合
加
盟
）
は
、
給
与
見
直
し
の
地
方
公
務
員

へ
の
波
及
を
強
く
警
戒
す
る
。

　

氏
家
委
員
長
は
、「
国
家
公
務
員
の
場
合
は
、

見
直
し
を
実
施
し
た
と
し
て
も
、
給
与
全
体

の
原
資
は
変
わ
ら
ず
配
分
の
見
直
し
に
と
ど

ま
る
が
、
地
方
公
務
員
の
場
合
は
、
多
く
の

自
治
体
で
『
地
域
手
当
』
が
支
給
さ
れ
て
い

な
い
実
態
に
あ
り
、
生
じ
た
原
資
を
手
当
等

に
配
分
す
る
こ
と
は
困
難
だ
」
と
話
す
。
自

治
労
に
よ
る
と
、
非
支
給
地
は
全
国
で
四
分

の
三
の
自
治
体
に
の
ぼ
る
と
い
う
。

　

自
治
労
は
ま
た
、
給
与
の
見
直
し
を
実
行

す
る
と
「
被
災
地
を
は
じ
め
地
域
で
奮
闘
し

て
い
る
公
務
員
労
働
者
の
士
気
に
関
わ
る
」

と
強
調
し
て
お
り
、「
政
府
に
は
実
施
見
送
り

を
求
め
る
」
と
反
対
の
立
場
を
明
確
に
す
る
。

　

政
府
は
八
月
一
五
日
、
給
与
関
係
閣
僚
会

議
を
開
き
、
今
年
度
の
国
家
公
務
員
の
給
与

の
取
り
扱
い
の
検
討
に
着
手
し
た
。
会
議
後

に
会
見
し
た
菅
義
偉
官
房
長
官
は
、「
国
家
公

務
員
の
労
働
基
本
権
制
約
の
代
償
措
置
で
あ

る
人
事
院
勧
告
制
度
を
尊
重
す
る
と
の
基
本

姿
勢
に
立
ち
、
適
正
な
結
論
を
得
ら
れ
る
よ

う
、
国
の
財
政
状
況
、
経
済
社
会
状
況
な
ど

国
政
全
般
の
観
点
か
ら
検
討
し
て
ま
い
り
た

い
」
と
述
べ
た
。�

（
調
査
・
解
析
部
）


